
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
再
生
利
用
事
業
を
行
う
者
の
登
録
に
関
す
る
省
令

（
平
成
十
三
年
五
月
一
日
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
環
境
省
令
第
一
号
）

（
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
書
類
及
び
図
面
）

第
一
条

食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
第
一
項
の
登
録
の
申

請
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
定
款
、
登
記
事
項
証
明
書
並
び
に
直
前
三
年
の
各
事

業
年
度
に
お
け
る
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
並
び
に
法
人
税
の
納
付
す
べ
き
額
及
び
納
付
済
額
を
証
す
る
書
類

二

当
該
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
個
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
住
民
票
の
写
し
（
外
国
人
に
あ
っ
て
は
、
外
国
人
登

録
証
明
書
の
写
し
）
、
資
産
に
関
す
る
調
書
並
び
に
直
前
三
年
の
所
得
税
の
納
付
す
べ
き
額
及
び
納
付
済
額
を
証
す
る
書

類
三

特
定
肥
飼
料
等
の
製
造
の
用
に
供
す
る
施
設
（
以
下
「
特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
」
と
い
う
。
）
へ
の
食
品
循
環
資
源



の
搬
入
に
関
す
る
計
画
書

四

受
け
入
れ
る
食
品
循
環
資
源
が
一
般
廃
棄
物
（
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百

三
十
七
号
。
以
下
「
廃
棄
物
処
理
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
を
い
う
。
第
三
条
第
一
項

第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
再
生
利
用
事
業
を
行
う
者
が
廃
棄
物
処
理
法
第
七
条
第
六
項
の
許

可
（
当
該
許
可
に
係
る
廃
棄
物
処
理
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同

項
の
許
可
）
を
受
け
、
又
は
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
五

号
。
以
下
「
廃
棄
物
処
理
法
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
三
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
規
定
に
該
当
し
て
、
当

該
食
品
循
環
資
源
の
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

五

受
け
入
れ
る
食
品
循
環
資
源
が
産
業
廃
棄
物
（
廃
棄
物
処
理
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
を
い
う
。
第

三
条
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
再
生
利
用
事
業
を
行
う
者
が
廃
棄
物
処
理
法
第
十
四

条
第
六
項
の
許
可
（
当
該
許
可
に
係
る
廃
棄
物
処
理
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
許
可
）
を
受
け
、
又
は
廃
棄
物
処
理
法
施
行
規
則
第
十
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
該
当
し
て
、
当

該
食
品
循
環
資
源
の
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類



六

特
定
肥
飼
料
等
の
利
用
方
法
並
び
に
価
格
及
び
需
要
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
類

七

特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
平
面
図
、
立
面
図
、
断
面
図
、
構
造
図
、
処
理
工
程
図
及
び
設
計

計
算
書

八

特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
の
付
近
の
見
取
図

九

特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
工
事
の
着
工
か
ら
当
該
施
設
の
使
用
開
始
に
至
る
具
体

的
な
計
画
書

十

特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
の
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画
書

十
一

特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
が
廃
棄
物
処
理
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
は

当
該
特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
に
つ
い
て
同
項
の
許
可
（
当
該
許
可
に
係
る
廃
棄
物
処
理
法
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を
受

け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
許
可
）
を
、
特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
が
廃
棄
物
処
理
法
第
十
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
に
つ
い
て
同
項
の
許
可
（

当
該
許
可
に
係
る
廃
棄
物
処
理
法
第
十
五
条
の
二
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

同
項
の
許
可
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類



十
二

肥
料
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
普
通
肥
料
を
生
産
す
る
場
合
に

は
同
法
第
十
条
の
登
録
証
若
し
く
は
仮
登
録
証
の
写
し
又
は
同
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
届
出
（
当
該
届
出
に
係
る
同

条
第
三
項
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
届
出
を
含
む
。
）
を
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る

書
類
、
当
該
普
通
肥
料
を
販
売
す
る
場
合
に
は
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
届
出
（
当
該
届
出
に
係
る
同
条
第
二
項
の
届

出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
届
出
を
含
む
。
）
を
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

十
三

使
用
の
経
験
の
な
い
飼
料
を
製
造
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
動
物
試
験
の
成
績
を
記
載
し
た
書
類

十
四

特
定
肥
飼
料
等
の
含
有
成
分
量
に
関
す
る
分
析
試
験
の
結
果
を
記
載
し
た
書
類

（
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
二
条

法
第
十
一
条
第
二
項
第
六
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

特
定
肥
飼
料
等
の
種
類
及
び
名
称

二

特
定
肥
飼
料
等
の
製
造
及
び
販
売
の
開
始
年
月
日

三

特
定
肥
飼
料
等
の
製
造
に
使
用
さ
れ
る
食
品
循
環
資
源
及
び
そ
れ
以
外
の
原
材
料
の
種
類

（
登
録
の
基
準
）



第
三
条

法
第
十
一
条
第
三
項
第
一
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

受
け
入
れ
る
食
品
循
環
資
源
の
大
部
分
を
特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
に
投
入
す
る
こ
と
。

二

受
け
入
れ
る
食
品
循
環
資
源
が
一
般
廃
棄
物
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
再
生
利
用
事
業
を
行
う
者
が
廃
棄
物
処
理
法
第

七
条
第
六
項
の
許
可
（
当
該
許
可
に
係
る
廃
棄
物
処
理
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合

に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
許
可
）
を
受
け
、
又
は
廃
棄
物
処
理
法
施
行
規
則
第
二
条
の
三
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
の
規
定

に
該
当
し
て
、
当
該
食
品
循
環
資
源
の
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

三

受
け
入
れ
る
食
品
循
環
資
源
が
産
業
廃
棄
物
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
再
生
利
用
事
業
を
行
う
者
が
廃
棄
物
処
理
法
第

十
四
条
第
六
項
の
許
可
（
当
該
許
可
に
係
る
廃
棄
物
処
理
法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
許
可
）
を
受
け
、
又
は
廃
棄
物
処
理
法
施
行
規
則
第
十
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
該
当
し
て

、
当
該
食
品
循
環
資
源
の
処
分
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
者
で
あ
る
こ
と
。

四

再
生
利
用
事
業
に
よ
り
得
ら
れ
る
特
定
肥
飼
料
等
の
品
質
、
需
要
の
見
込
み
等
に
照
ら
し
て
、
当
該
特
定
肥
飼
料
等
が

利
用
さ
れ
ず
に
廃
棄
さ
れ
る
お
そ
れ
が
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

五

受
け
入
れ
る
食
品
循
環
資
源
及
び
再
生
利
用
事
業
に
よ
り
得
ら
れ
る
特
定
肥
飼
料
等
の
性
状
の
分
析
及
び
管
理
を
適
切



に
行
う
こ
と
。

六

特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
に
つ
い
て
は
、
次
に
よ
る
こ
と
。

イ

運
転
を
安
定
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
適
正
な
維
持
管
理
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ロ

特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
が
廃
棄
物
処
理
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
は

当
該
特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
に
つ
い
て
同
項
の
許
可
（
当
該
許
可
に
係
る
廃
棄
物
処
理
法
第
九
条
第
一
項
の
許
可
を

受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
許
可
）
を
、
特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
が
廃
棄
物
処
理
法
第
十

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
産
業
廃
棄
物
処
理
施
設
で
あ
る
場
合
に
は
当
該
特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
に
つ
い
て
同
項
の

許
可
（
当
該
許
可
に
係
る
廃
棄
物
処
理
法
第
十
五
条
の
二
の
五
第
一
項
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
あ

っ
て
は
、
同
項
の
許
可
）
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

七

肥
料
取
締
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
普
通
肥
料
を
生
産
す
る
場
合
に
は
同
法
第
四
条
第
一
項
の
登
録
若
し
く
は
同

法
第
五
条
の
仮
登
録
を
受
け
て
い
る
こ
と
又
は
同
法
第
十
六
条
の
二
第
一
項
の
届
出
（
当
該
届
出
に
係
る
同
条
第
三
項
の

届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
届
出
を
含
む
。
）
を
し
て
い
る
こ
と
、
当
該
普
通
肥
料
を
販

売
す
る
場
合
に
は
同
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
届
出
（
当
該
届
出
に
係
る
同
条
第
二
項
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い



場
合
に
あ
っ
て
は
、
同
項
の
届
出
を
含
む
。
）
を
し
て
い
る
こ
と
。

２

法
第
十
一
条
第
三
項
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
特
定
肥
飼
料
等
製
造
施
設
の
一
日
当
た
り
の
食
品
循
環
資

源
の
処
理
能
力
が
五
ト
ン
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
登
録
証
明
書
の
交
付
）

第
四
条

主
務
大
臣
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
の
登
録
を
し
た
と
き
、
又
は
法
第
十
二
条
第
一
項
の
登
録
の
更
新
を
し
た
と
き

は
、
登
録
再
生
利
用
事
業
者
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
登
録
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

二

登
録
の
有
効
期
限

三

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

四

再
生
利
用
事
業
の
内
容

五

再
生
利
用
事
業
を
行
う
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

（
変
更
に
係
る
届
出
）

第
五
条

法
第
十
一
条
第
五
項
の
変
更
に
係
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
登
録
再
生
利
用
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載



し
た
届
出
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
が
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
書

類
又
は
図
面
の
変
更
を
伴
う
と
き
は
、
当
該
変
更
後
の
書
類
又
は
図
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

二

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三

変
更
の
内
容

四

変
更
の
年
月
日

五

変
更
の
理
由

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
変
更
の
内
容
が
前
条
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該

登
録
再
生
利
用
事
業
者
は
、
そ
の
所
持
す
る
登
録
証
明
書
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
主
務
大

臣
は
、
新
た
な
登
録
証
明
書
を
作
成
し
、
当
該
登
録
再
生
利
用
事
業
者
に
対
し
、
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
廃
止
に
係
る
届
出
）

第
六
条

法
第
十
一
条
第
五
項
の
廃
止
に
係
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
登
録
再
生
利
用
事
業
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
届
出
書
を
主
務
大
臣
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
所
持
す
る
登
録
証
明
書
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



一

登
録
番
号
及
び
登
録
年
月
日

二

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

三

廃
止
の
年
月
日

四

廃
止
の
理
由

（
登
録
の
更
新
）

第
七
条

法
第
十
二
条
第
一
項
の
登
録
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
登
録
再
生
利
用
事
業
者
は
、
そ
の
者
が
現
に
受
け
て
い
る

登
録
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
の
二
月
前
ま
で
に
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
申

請
書
に
第
一
条
各
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
を
添
え
て
、
主
務
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
登
録
の
更
新
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
登
録
の
有
効
期
間
の
満
了
の
日
ま
で
に
そ
の
申
請
に
つ
い

て
処
分
が
さ
れ
な
い
と
き
は
、
従
前
の
登
録
は
、
そ
の
有
効
期
間
の
満
了
後
も
そ
の
処
分
が
さ
れ
る
ま
で
の
間
は
、
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
。

３

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
登
録
の
更
新
が
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
登
録
の
有
効
期
間
は
、
従
前
の
登
録
の
有
効
期
間
の
満

了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
す
る
も
の
と
す
る
。



（
標
識
の
様
式
）

第
八
条

法
第
十
四
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
様
式
は
、
別
記
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

（
料
金
の
公
示
方
法
）

第
九
条

法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
再
生
利
用
事
業
に
係
る
料
金
の
公
示
は
、
法
第
十
一
条
第
一
項
の
登
録
に
係
る

再
生
利
用
事
業
を
行
う
事
業
場
ご
と
に
、
公
衆
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
示
す
る
こ
と
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
八
日
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
十
七
年
三
月
七
日
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
動
産
登
記
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
十
七
年
三
月
七
日

）
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
十
九
年
十
二
月
一
日
農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
環
境
省
令
第
一
号
）



こ
の
省
令
は
、
食
品
循
環
資
源
の
再
生
利
用
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八

十
三
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十
九
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



別記様式

40センチメートル以上

登録再生利用事業者証

この標識は、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく登録

再生利用事業者としての登録の主要な内容を表示しています。

上
以 登 録 番 号

ル
ト 登録年月日（登録有効期限） 年 月 日（ 年 月 日まで有効）

ー
メ 氏 名 又 は 名 称

チ
ン 代 表 者 の 氏 名

セ

再 生 利 用 事 業 の 内 容0
3

事業場の名称及び所在地

（備考）登録番号の欄には、番号の前に登録行政庁名を記載すること。


